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アフリカにおける暴力的紛争の予防 

JICA 研究所
* 

  

アフリカは概して平和な大陸であると言えば違和感があるかもしれないが、タンザニアの初代大統領ジュ

リアス・ニエレレは、2000 年の論文において、「驚くべきことは、アフリカが政治的にきわめて不安定だったと

いうことではなく、きわめて安定していたということである。ただしこの事実は国際的にあまり流布されていな

い」と述べたことがある。実際、冷戦終了後、サハラ以南アフリカの多くの国々は複数政党制を採用し、

着実に民主化を進めてきた。このようにアフリカの平和の潜在力は大きいが、社会を不安定化させる構造

的要因がなお根深く存在していることにも注意すべきである。 

「水平的不平等」（Horizontal Inequalities）という概念はオックスフォード大学のフランシス・スチュワート 

教授によって提唱され、同大の「不平等、人間の安全保障及びエスニシティに関する研究センター」

（CRISE）によって研究が積み重ねられてきた。個人間の不平等を扱う「垂直的不平等」に対して、「水平的

不平等」は共通のアイデンティティを持つ集団の間の不平等に着目する。これまでの研究によれば、水平

的不平等が複数の次元で同時に起こるとき、つまり同じ集団が経済的、社会的、政治的、文化的な次元の

すべてにおいて不利な立場に置かれるとき、暴力的紛争が起こりやすい。これまでアフリカの紛争の多くは、

民族や宗教にかかわる文化的に定義された集団の間の対立という形をとってきた。したがって、個人では

なく集団の不平等に着目することの意義は大きい。 

JICA 研究所ではこの概念を用い、サハラ以南アフリカ 10 カ国（ルワンダ・ブルンジ・ガーナ・コートジボワ

ール・南アフリカ・ジンバブエ・タンザニア・ウガンダ・ケニア・ナイジェリア）のケーススタディと計量分析に

よる研究を進めてきた。本ポリシーブリーフはその成果を踏まえ、アフリカにおいて紛争予防に資する開発

政策や開発援助はどうあるべきかについて政策提言を行うものである。 
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独立行政法人国際協力機構（JICA）研究所では、さまざまな学問領域

で蓄積されてきた理論的かつ実証的知見と、開発途上国の現場で蓄積

されてきた経験やデータを基盤とした研究を、5 つの重点項目（「脆弱

国家」「アフリカ開発」「ASEAN 統合」「気候変動問題」「援助効果」）

を中心に行っています。JICA 研究所ポリシーブリーフは、それら研究

成果を踏まえて研究所としての提言をまとめ、開発問題に関わる個

人・団体・機関に対して発信するものです。 

* 本提言は、JICA 研究所の研究

プロジェクト「アフリカにおける

暴力的紛争の予防」に基づき、

研究代表者の峯陽一客員研究員

（同志社大学教授）および片柳

真理研究員が執筆した。 
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政策提言 

1. 集団間の水平的不平等は、アフリカにおける暴力的紛争の根本原因の一つである。アフリカ

諸国の開発政策の策定にあたって、多次元的な水平的不平等の観点を積極的に組み込む

べきである。 

2. 客観的な不平等と主観的な不平等は必ずしも一致しない。政府関係者及び開発の実務家は、

公平性及び中立性に関して誤解を与え、集団の主観的な不平等意識を強めることがない

よう、政策の内容や行動・態度に注意すべきである。 

3. フォーマルかインフォーマルかを問わず、主要な集団を幅広く包含する制度を構築することが

平和の礎となる。外部のアクターは、持続的なパワーシェアリングと効果的な地方分権を

めざす地元のイニシアティブを尊重すべきである。 



 2

水平的不平等は通常長い歴史的な起源を持つ。

例えば南アフリカやジンバブエの人種差別は、植

民地主義の負の遺産である。歴史的な影響として

は、ウガンダにおけるブガンダ王国の特別な地位

や、ケニアの独立直後の土地紛争処理制度を挙げ

ることもできる。ナイジェリアでは植民地時代に南北

間および移民とその受け入れ側との間に対立が生

じた。憤懣は水面下で時間をかけて膨らむ場合が

ある。コートジボワールの北部住民、ウガンダのアチ

ョリ、ルワンダのフツ、ジンバブエのンデベレなどが

思い起こされよう。したがって、紛争予防の観点から

は、長い歴史によって形成された水平的不平等とと

もに、現在変化しつつある集団間の関係を注意深

く調査する必要がある。 

社会経済的次元での水平的不平等は、政治的

次元でも同じ構図の不平等が存在する場合におい

て紛争に繋がりやすいことがわかっている。同じ集

団が政治的にも社会経済的にも劣位の地位に置か

れると、かつて南アフリカやケニアが経験したように、

暴力的紛争に結びつきやすいのである。 

開発援助機関は、援助によって集団間の不平等

を大きく悪化させるようなことはしないというのが大

原則であるが（“Do no harm”）、さらに一歩進んで

紛争の予兆を警戒し、紛争の根本原因に対処しな

ければならない。その一つとして、不利な立場にあ

る集団の状況を改善することが重要である。ときに

は政府自体が水平的不平等を助長している場合も

あろう。そのような場合には、不利益を被っている集

団を直接支援したり、市民社会を通じた支援を検討

したりすることも必要である。 

開発政策の策定にあたって水平的不平等の観

点を組み込むために、具体的には以下のようなアク

ションが求められる。 

(１) アフリカ諸国の政府及び開発機関は水平的不

平等に関するデータを組織的に収集し、その研

究を推進すること。 

(２) 既存の水平的不平等の軽減に役立っている

かどうかという観点から、開発プロジェクトおよび

政府予算を徹底的に見直すこと。 

(３) 主要開発機関では、不平等の状況をモニタリ

ングし、紛争予防の観点からプロジェクトや政策

を評価する機能を強化すること。 

人々は、統計に表れるような客観的不平等では

なく、その主観的認知に基づいて行動する。認識さ

れる水平的不平等が必ずしも客観的事実と一致し

ないことは、我々が実施した意識調査や他の世論

調査によって確認されている。 

図１と２は、アフロバロメター（アフリカで行われて

いる国民意識調査）のデータを用いて、ナイジェリ

アの民族集団であるハウサ・フラニとイボがそれぞ

れどのように自集団の経済的、政治的立場を認識

しているかを示したものである。経済的に劣位なの

は、客観的にはハウサ・フラニの方である。しかし、

そのハウサ・フラニよりもイボの方が自集団の立場

が経済的に劣位にあると感じている。これは政治的

な水平的不平等に関する認識が経済的な水平的

不平等に関する認識を歪めてしまうためである。 

提言１：集団間の水平的不平等はアフリカに

おける暴力的紛争の根本原因の一つである。

アフリカ諸国の開発政策の策定にあたって、

多次元的な水平的不平等の観点を積極的に

組み込むべきである。 

提言２：客観的な不平等と主観的な不平等は

必ずしも一致しない。政府関係者及び開発の

実務家は、公平性及び中立性に関して誤解を

与え、集団の主観的な不平等意識を強めること

がないよう、政策の内容や行動・態度に注意

すべきである。 
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図１.自民族の地位の認識（イボ） 

図２.自民族の地位の認識（ハウサ・フラニ） 

政治的に疎外された集団は、主観的には、自ら

の集団の社会経済的な地位を客観的な水準より低

いものと認識しやすい。逆に社会経済的地位が低

い集団であっても政治的には一定の権力を持つ場

合においては、自集団の社会経済的地位を実際よ

り高く認識する傾向がある。 

他方、経済的優位が明らかな集団は、民族間の

政治的権力関係が急激に変化する場合、自分たち

の立場が不利になることを恐れて他の集団に敵対

的な態度をとることがある。したがって、政治的不平

等を正すことは重要だが、それを進めるにあたって

は拙速を避け、慎重に行う必要がある。 

表１は、以上のような客観的不平等とその主観的

認知との関係を踏まえつつ、各国のケーススタディ

に基づいて、社会政治的な安定／不安定のパター

ンを示したものである。政治的不平等が経済的不

平等の「認知」に影響を与えることを考えると、紛争

予防の観点からは、政治的不平等を減少させる、

あるいは少なくとも拡大させないことが重要となる。

政治的リーダーが主要な集団を包含する政策・行

動をとることも、優位な立場を失いつつある集団の

恐怖感をやわらげるために効果的である。 

表１ 水平的不平等と社会政治的な安定の関係 

i 社会経済的に優位な集団が政治的に劣位で、社会経済的に劣位な
集団が政治的に優位な場合は、力の均衡によって一時的に安定す
る場合がある。 

ii 社会経済的に優位な集団が政治的代表権の急激な平等化の中で、
自らは経済的に劣位であると認識し、憤懣を蓄積させる場合があ
る。 

集団間の客観的な不平等とその主観的認知の

関係を考えると、開発援助機関や当事国の政府に

は次のような行動が求められる。 

(１) 開発援助機関及びそのカウンターパートは、

特定の地域が疎かにされていると受け取られな

いよう、プロジェクトの地域的な配分に注意する

こと。 

(２) 特定の集団が不公正に除外されていると受け

取られないよう、開発計画に参加するスタッフの

民族構成に注意すること。 

(３) 不利な立場にある集団を支援すること。ただし、

その他の集団が自分たちは実際より不利な立場

にあると考える場合もあるので、特定の集団をプ

ロセスから疎外してはならない。 

(４) 開発に関わる全ての人々が、暴力的紛争を経

験した国々の政治的および社会的な変化の動向

を注意深く見守ること。 
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政治的な水
平的不平等 

社会政治的 
安定度 

大 大 不安定（ときに安定）ｉ

大 小 安定（ときに不安定）ii
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権力の分散には二つの型がある。即ち、中央政

府レベルにおいて全ての主要な集団を含み込むよ

うなパワーシェアリングと、中央から地方への権力

分散である。サハラ以南アフリカの例で言えば、ガ

ーナではインフォーマルな慣行としてすべての主要

な民族集団が権力を分有している。ナイジェリアで

はフォーマルな制度としての連邦的性格原則

（Federal Character Principle）と、大統領は北部と南

部から交互に選出されるというインフォーマルな慣

行が併存している。地方への権力分散は、ナイジェ

リアのような連邦制の場合もあれば、ガーナやウガ

ンダのように中央集権国家の枠組みで地方分権を

進めるという形もある。 

図３ 権力分散・権力集中の制度のあり方    

注： 中央集権と多数代表制をあわせた評点が高い国々が権力集中的
（Power-Concentrating: PC）で、図の左下方向になる。地方分権とパ
ワーシェアリングをあわせた評点が高い国々は権力分散的
（Power-Dispersing: PD）で、図の右上方向になる。PC 諸国の中でも
中央集権的な色彩が強いのが PC-CEN、逆に多数代表制的な色彩が
強いのが PC-MJ となる。PD-PS、PD-DEC も同様。 

図３は、サハラ以南アフリカの国々を中央集権・

地方分権の指標と、多数代表制・パワーシェアリン

グの指標とで測った結果である。このような分類に

よると、権力集中型（左下の赤い三角）で、中でも中

央集権的な色彩が濃い「PC-CEN」の領域に属する

国々は統治が良好でないことが、統計的に確認さ

れている。 

各国のケーススタディを総括した表２が示すよう

に、権力分散型の制度（インフォーマルな実践によ

って強化された持続的なパワーシェアリングと、地

方分権の組み合わせ）は、政治的安定をもたらす

傾向が強い。また、政治的指導者の行動や態度が、

紛争予防に少なくとも短期的に大きな影響を及ぼ

すことも指摘しておく必要がある。 

表２ 政治制度と社会政治的安定の関係 

i 典型的には時限つきの政党大連立 
ii インフォーマルな価値観に裏付けられた永続的なパワーシェアリング 

政治制度はその国の国民が選択するものであっ

て、外から押しつけるべきものではない。しかし、民

主的制度に関する相互学習は重要であるし、和平

プロセスを支援する外部からの調停もまた、紛争の

解決や再発予防において建設的な役割を果たせ

ることがある。 

(１) 暴力の激化に直面した場合、戦いの当事者は 

地域機構などの支援を受けてパワーシェアリングを

実行し、集団間の敵意を軽減することが勧奨される。 

(２) アフリカには、国民の一体性を維持しながら 

分権の努力をしている国々がある。開発機関はこ

れらの努力に対する支援を継続し、水平的不平等

に基づく憤懣を軽減していくべきである。 

(３) 指導者の資質が非常に重要である。紛争予防

の文化が根付いていくように、アフリカの若いリー

ダーたちに相互学習の機会を積極的に提供すべ

きである。 

（2012 年 3 月） 

提言３：フォーマルかインフォーマルかを問わ

ず、主要な集団を幅広く包含する制度を構築

することが平和の礎となる。外部のアクターは、

持 続 可 能 なパワーシェアリングと効 果 的 な

地方分権をめざす地元のイニシアティブを尊重

すべきである。 

 中央集権 地方分権 

多数代表制 不安定 安定／不安定

一時的な 
パワーシェアリング i 

不安定 安定／不安定

持続的な 
パワーシェアリング ii 

安定 安定 


